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福祉国家と社会階層

家計調査情報公開の期待一

星 野 信 也

は じめ に

わが国の社会福祉学 は,そ の研 究対象 である 「社会福祉」 が多義的 な概念 で

あ ることに強 く影響 されてい る。

ここで多義的 とは,わ が国の 「社会福祉」 には,目 的概念 と して 「人 々の幸

福」「幸せ」 といった抽象 的,規 範的意義 と,実 体概 念 と して現実 の社 会福 祉

制度体系 を さす具体的,記 述的 な意義が ないまぜ られてお り,イ ギ リスでな ら

ば区別 され るはず のsocialwelfareとsocialservices,す な わ ち 目的概念 と

実体概念 の両者が区別 されず に包含 されて いるか らである。

この ことは,わ が国 の社会福祉学 において,現 実の社会福祉制度 体系 を社 会

福祉 目的 に照 らして厳密 に評価す るとい う社会福祉政策論 を未発達 な状況 に押

し止 あることにな ってい る。 その端 的な例 は,こ こ数年厚生 白書 が繰 り返 して

老人福祉サー ビス普遍化論 を展開 してい ることにみ られ る。 それ は,社 会 福祉

理念 を見失 って,社 会福祉政策手 段の選択 と社会福祉対象の広狭 の問題 を取 り

違 えた議論 で あり,い たず らに福祉国家 の中流階層化 を押 し進 め ることに しか

な らないが,そ う した主張が わが国の社会福祉学界 に無批判 に受 け入 れ られ る

風潮 こそ問題 とされなければな らない。

本稿 は,社 会福祉普遍化論 に対す る反論 と して,先 進諸国 にほぼ共 通 して認

め られ,各 国でその検証が続 け られなが ら,わ が国で はほとん ど問 題 とされ な

い社会保障,社 会福祉施策の社会階層帰属 に関す るOECD諸 国 の研究 にっ い

て,イ ギ リスを中心 に紹介す る。

なお,こ こで社会 階層 は,主 と して所得 階層 に着 目 しなが ら,資 料 の あ りよ

うによ って,所 得5な い し10分位 その他の所得階層,社 会福祉サ ー ビスの 自己
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負担基準 に使 われる課税階層,さ らには職業階層 を用 いて概念化 して いる。

1.福 祉 国 家 の中 流 階層 化

第2次 世界 大 戦 の惨 禍 の 中 か ら,先 進 諸 国 は次 々 と福 祉 国 家 創 設 を 図 るが,

それ はイ ギ リスで い えば,ベ バ リ ッジ(W.Beveridge)の5大 悪,「貧窮(want),

疾 病(disease),教 育 の欠 落(ignorance),不 良 住 宅(squalor),失 業(idleness)」

を解 消 しよ うとす る もので あ った。 す なわ ち,福 祉 国家 が社 会 的公 正,社 会 的

平等 を 目的 とす る こ とは あ ま りに も明 白で あ った ので あ る。

だが,福 祉 国家 創 設 後約4半 世 紀 の問 に,福 祉 国家 の さ ま ざ ま な メ カ ニ ズ ム

は次 第 に初 期 の 目標 か ら乖 離 して い る こ とが明 らか にされ る。 その先駆 けとな っ

た の は,イ ギ リスで は1965年 のPeterTownsendお よ びBrianAbel-Smithに

よ る 「貧 困 の再 発 見 」(1)であ り,ア メ リカで も1962年 のMichaelHarrington

に よ る 「もう一 っ の ア メ リカ」(2)の再 発 見 で あ った。

以 下,中 流 階層 化 を示 す い くっ か の資料 を提 示 す る。

(1)住 宅

住 宅 は,そ の最 も不 良 な部 分 が外 部 か ら もきわ めて 目立 っ 貧 困 で あ る こ とか

ら,先 進 諸 国 で も早 くか ら社 会 福 祉 政 策 の対 象 とな った。 だが,公 営 住 宅 を建

設 し,住 宅 水 準 の下 ざ さえ を拡 大 す る と当然 の こ とな が らか え って逆 差 別 を生

ず る恐 れ が あ るか ら,住 宅施 策 は,結 局,中 流 階層 を も対 象 とせ ざ る を え な く

な る。 そ の た め,中 流 階層 を対 象 と した低 利 融 資 や税制 上 の優遇 措 置が 次 々 と

導 入 され た。 その場 合 の理 由付 け は,施 策 は決 して 中流 階 層 その もの の援 助 を

目的 とす る もの で はな く,中 流 階層 を援 助 す れ ば,そ れ は中流 階 層 が そ れ ま で

住 ん で い た住 宅 を低 所 得 者 に空 け渡 す ことで,回 りまわ って いず れ低 所 得 者 に

も自ず と恩恵 が及 ぶ とい う もので あ った。 欧 米 で 「順 繰 り(filteringdownな

い しtricklingdown)の 利 益」 と して説 明 され る現象 で あ る。

しか しなが ら,1970年 代 に先 進 諸 国 に ほぼ共通 して,少 な か らぬ人 々 が住 む

住 宅 を失 った ホー ム レスの状 態 に あ る ことが明 らか に され,こ う した 「順 繰 り

の利 益 」 が大 部 分 は幻 想 に過 ぎな い ことが理 解 され るよ うにな った。 そ うだ と

す れ ば,住 宅 に対 す る公 費 支 出 や 税 の減 免 は い った い社会 階層 別 に どの よ うに
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第1表 住宅 に対 す る公 的支 出の所 得階層帰 属(1977,GreatBritain)

単 位:ポ ン ド,%

所得階層

6,240ポ ン ド以 上

4,160-6,240

2,080-4,160

2,080ポ ン ド未 満

平 均(£)

全 世 帯 に対

す る百 分 比

%

26.5

27.2

25.0

21.3

公的支出の平均に対する指数

借家世帯 世 帯 持家世帯 世

あ た り

78

82

96

115

353

あ た り あ た り あ た

54147191

7494100

1168666

1fiO5328

116338184

合 計

帯 世 帯

り あ た り

156

90

86

83

300

資 料:J。LeGrand,TheStrategyofEquality,London,Allen&Unwin,1982,p。88

第2表 職業 階層別 男性死 亡率

(19305&1970s,年 令15-64歳,人 口100,000対,未 調整 及 び調整 済死亡 率)

階 層

1(専 門職)

II(中 間管理 職)

皿。M(熟練 、事 務、工場労 働)

IV(半 熟練)

V(未 熟練)

1930-32

90

94

97

102

111

1949-531959-631970-72

未調 整 調 整済 未調 整 調 整済

86

92

101

104

118

注:調 整は1950年 当時の職業階層 に組み替えを行 った。

資料

76

81

100

103

143

75

127

P.Townsend&N.Davidson,InequalitiesinHealth,Penguin,1982,p.57

77

81

104

114

137

75

121

第3表 ソー シャル ・サ ー ビスに対 す る公的 支出 の所 得 階層帰 属(UK,1978)

単位:ポ ン ド,%

所得5分 位

トップ20%

次 の20%

中間 の20%

次 の20%

最低 の20%

平 均(£)

:
料

注

資

保健医療

354

323

320

309

306

322

世帯あたり年平均公的支出

教 育

444

400

348

216

156

313

ここの 「住宅」 には税減免を含 まない。

給 食 等

21

24

26

22

22

23

住 宅

57

73

103

118

205

111

鉄道 輸送

25

11

7

5

2

10

合 計

902

831

804

670

691

780

J.LeGrand,TheStrategyofEquality,London,Allen&Unwin,1982,p.171
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帰 属 して い るか が 問 わ れ な くて はな らな い。 そ して イギ リス につ いて それ が決

して社会 階層 に中立 で はな い ことを示 した もの が,第1表 で あ る。

(2)保 健 医療

イ ギ リス は,医 療 保 障 制 度 を国営 保 健 サ ー ビス(NationalHealthServices=

NHS)す な わ ち保 健 医療 の国営 化 の形 で確立 し,世 界 的 に もそ れ は成 功 事 例

と して評 価 され て い る。NHSは,保 健 医療 サ ー ビス を国民 の誰 に も公 平 に受

け られ る もの に し,国 民 の保 健 医 療水 準 を平 均 化 す る は ず で あ った。 しか し,

PeterTownsendは,1982年 に 出版 され たInequalityinHealth(い わ ゆ る

BlackReport)に お いて1930年 代 と1970年 代 初 あ の 男 性 勤 労 者 世 代 の 職 業 階

層 別死 亡 率 を実証 的 に比 較 し,職 業 階層1とVの 間 の死 亡 率 の格 差 はNHSに

もか か わ らず か え って拡 大 して い る こ とを明 らか に した(第2表 参 照)。

そ の間 イギ リスで移 民 が著 し く増 加 した ことを考慮 に入 れ た と して も,格 差

の拡 大 は,国 営 保健 サ ー ビスが どち らか といえ ば中流 階層 に手 厚 い便 益 を もた

ら して い る こ とを示 して い る。

(3)保 育 サ ー ビス

住 宅,保 健 医 療以 外 に も,教 育 と くに高等 教 育 お よ び交 通 が,所 得 階層 か ら

み て 中流 か ら上 の階層 に不 均 等 に有利 に働 いて い る こ とが指 摘 されて い る。 そ

れ らを イギ リス の場 合 にっ いて所 得 階層 別 に示 した ものが第3表 で あ る。 わ が

国 で も,国 の国 立大 学 予 算 の約10%が 注 ぎ込 まれ て い る東 京 大 学 の 学 生 が,平

均 的 に年 間 所 得1,000万 円 以 上 の 中 流 階 層 に属 す る こ とが 明 らか に され て い

る。

筆 者 は,わ が 国 の保 育 サ ー ビスを取 り上 げて そ の社会 階層 帰 属 を検 討 した こ

とが あ るが,そ こで は① 保育 所 の幼 稚 園 との代 替 性,お よ び②地 方 自治 体 に よ

る措 置 費,保 護 者負 担 金 双 方 に対 す る独 自公費 負 担 の増 加 が絡 ん で,地 域 別 に

か な りの格 差 を生 じて い る。 国庫 負 担 金 交 付基 準 と して 用 い られ て い る保 護者

家 族 の課 税10階 層別 に保 育 所利 用 児 童 の分 布 を4都 県 につ い て示 した ものが第

1図 で あ る。 この図 の 曲線 は ロー レ ンッ ・カ ー ブ とみ なす こ とが で きるが,そ

れ をみ る と鹿 児 島県 と東 京 都 が対 照 的 で あ り,と くに東 京都 について保育所 サー

ビス利 用 の 中流 階層 化 が顕 著 で あ る。
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第1図 保育児童税階層別比較(1987年,4都 県)
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それは,東 京都お よび区市町村 が,一 方 で保育 所 に対 す る措置 費 に加算 し,

他方 で保護者負担金 を減免 したか ら,本 来 な ら国庫負担 を受 け るたあの保 育措

置を受 けて入所す る必要 がな く,も ともと私 的契約児 と して入所 して もよい筈

の児童が,保 育所側 に も保護者側 にも措置児童化す るメ リッ トを生 じた こ とか

ら起 きている現象 である。

2社 会保 障費 の社会階層帰属 に関する研究

このよ うに,1980年 代初 あまでに,福 祉国家 の さまざまなメカニ ズムが必 ず

しも初期 の社会公正,平 等 の理念 を達成 して いない こと,し たが って貧 困 も決

して解消 されて いない恐れが強 い ことが明 らか にな った。

その ことか ら,OECD諸 国 の問で,① 貧困の実態 とそれ に対 す る②社 会保

障制度 と税制 の効果 を検証 しよ うとす る関心が急速 に高 まった。 その関心 は通

常3,000ケ ース以上 の大量 ケースを扱 っている公式 の家 計支 出調査 の存 在 に向

け られ,そ のオ リジナルなケー スごとの資料 の公開を求 あ る要求 とな って現 れ

た。幸 い行政が情報公開 の範 囲を拡大す る時期 に当 た ったか ら,OECD諸 国
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で相 次 いで家 計 支 出調 査 資 料 の研 究 者 へ の公 開 が行 わ れ,こ の 問題 に関 す る実

証研 究 は一 挙 に飛躍 的 に 向上 す る こ とに な った。

こ こで は,① 個 別 の国 内 研 究 と して イ ギ リス に お け る モ デ ル 分 析 研 究,

TAXMOD,お よ び②OECD約10力 国 を対 象 に行 わ れ て い るル クセ ン ブル

グ所 得 再分 配 調 査 プ ロ ジェ ク ト(LuxebourgIncomeStudyProject=LIS)

の一 っ を取 り上 げ る。

(1?TAXMOD

A.特 徴

TAXMODは ロ ン ドン政 治 経 済 大 学(LondonSchoolofEconomics&

PoliticalScience)の サ ン トリー・トヨ タ経 済 学 関連 領 域 国 際 セ ン ター の 「税,

イ ンセ ンテ ィ ブお よ び所 得 再 分 配 」 プ ロ グ ラ ム で,ア トキ ン ソ ン(A,B.

Atkinson,1991年 秋 か らオ ック ス フ ォー ド大 学)と サザ ラ ン ド(HollySsuther

land)に よ って開 発 され た もの で,そ の プ ログ ラ ム は ソ フ ト化 され,実 費 で広

く公 開 され て い る。

ソ フ トはIBM互 換 の1.44メ ガバ イ トの フ ロ ッ ピー デ ィス クに納 め られ て い

るが,い った んIBM互 換 機 で読 み と って全体 を ハ ー ドデ ィス クの一 つ の デ ィ

レク トリー に転 送 す れ ば,IBM互 換 機 に限 らず,NECやEPSONで も

MS-DOSVer,3.0以 降 で そ の プ ロ グ ラム を走 らせ る こ とが で き る。 た だ,

政 策 変更 を行 って結 果 をみ よ う とす る と,全 部 の サ ンプル にあ た って そ の結 果

を デ ィス ク に蓄 積 した うえ で ア ウ トプ ッ トす るか ら,デ ィス クに プ ログ ラム本

体 の1.4メ ガ以 外 に最 低1メ ガバ イ ト程 度 の余 裕 が 必要 で あ る。 ま た,サ ンプ

ル数 が5,824ケ ー ス もあ るか ら,CPU286以 上 で な い と容易 に は動 かせ な い。

モ デ ルの特 徴 は,第1に,イ ギ リスで政 府統 計 と して伝統 の あ る 「家 計 支 出

調 査(FamilyExpenditureSurvey=FES)」 の結 果 が 世 帯 単 位 で ほぼ そ の

ま ま デ ー タ と して約1メ ガバ イ ト分 収 録 されて お り,第2に,税 制 と社 会保 障

制 度 の それ ぞ れ とそ の相 互 関 係 の最 新 情 報 が イ ンプ ッ トされ て お り,第3に,

そ の家計 支 出調 査 と税制,社 会保 障制 度 を一 体 化 した モ デ ルが ソ フ ト化 され て

い る こと にあ る。

この モデ ル に よ って,研 究 者 は政 策 変 更 オ プ シ ョ ンを選 ん で,そ の税 制 と社
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会保 障制 度 お よ び家 計 へ の影響 や効 果 を シ ミュ ミレー シ ョンす る ことがで きる。

イ ギ リスで は,既 に この モ デル を使 って政 府 の新 しい政 策 が社 会 階層 別 に どの

よ うな影 響 を もた らす か を分析 した論文 や著 作 が い くっ か著 され て い る。(3)

B.全 体 の流 れ

モ デ ル全体 の フ ロー チ ャー トは第2図(参 考 文 献2のp.31)の 通 りで,ま ず

第2図TAXMODの フローチャー ト

ス ター ト

y

第1ス テー ジ 政策変更 の選択

y

第2ス テ ー ジ

家計支 出調査 を読み

とり,各 サ ンプルに

つ いて計算,保 存

y

財 政 の影 響 の ア ウ ト

プ ッ ト

↓

第3ス テ ー ジ

保存結果から家族へ
の影響を計算

↓

標準 ア ウ トプ ッ ト

↓

オ プ シ ョ ン表 の ア ウ

トフ。ッ ト

↓

指定家族類 型 にっい

て計算 アウ トプ ッ ト

↓

ス ト ップ
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政策 の選 択 が あ り,そ の影響 を家 計支 出調 査 の各 サ ンプル にっ いて計算 し,そ

こか らイギ リス全体 にっ いて 推計 して,① 社 会 保 障受 給 類 型別家族数 への影響,

② 税制 と社 会 保 障財 政 へ の影 響,③ 社 会 階層 別 の影響,の 順 に ア ウ トプ ッ トさ

れ る。 社 会 階層 別 の影 響 にっ いて は,所 得 階層 別 に標 準 化 され た表 の ほか,利

得 と損 失(gain&10ss)を 指 定 した範 囲別 に表 示 した り,あ る い は ロ ー レ ン

ツ・カー ブを描 くた め の所得10分 位別 比 率 な どを選 択 して ア ウ トプ ッ トさせ る

こ とが で き る。 ま た,い わ ゆ る標準3人 世 帯 の よ うな特 定 の家 族形 態 を指 定 し

て,個 別 に政 策 変 更 の影 響 を検証 で き るよ うにな って い る。

C.政 策 の選 択

政 策 の選 択 の幅 は,次 の9項 目 に及 ぶ 。

① 児 童給 付 と家 族 所得 補 完 給 付/家 族 ク レデ ィ ッ ト

② 国 民保 険拠 出金

③ 所 得 税

④ 国 民 保 険退 職 年 金 お よび遺 族年 金

⑤ 失 業 給付,職 業 訓練 給 付

⑥ 法 定傷 病 手 当 て金,疾 病 給 付,母 子 及 び障 害給 付

⑦ 住 宅給 付

⑧ 付 加給 付/所 得援 助

⑨ 新 しい給 付 の導入

た だ,こ こに は間接 税 は取 り入 れ られて いな い し,直 接 税 にっ いて も,主 婦

へ の 控 除 等 は政 策 変 更 対 象 に加 わ って い な い 。 ま た,所 得 援 助(Income

Support)に つ いて も,社 会 フ ァ ン ド(SocialFund)な ど の 臨 時 給 付 は対 象

か ら除外 され て い る。

D.モ デ ル の制 約

現 在 の モ デ ル は,1982/3年 の家 計 支 出調 査 に基 づ いて い るか ら,デ ー タ に

つ い て い くつ か の調 整 が必 要 で あ る。

第1に,モ デル を現 在 の政 策 選 択 シ ミレー シ ョンに有 効 な もの とす るた めに

は,1982/3課 税 年度 を現 在 に調 整 しな けれ ば な らな い。 モ デ ル で は,所 得 種

別 に 「新 賃金 調 査(theNewEarningsSurvey)」 な ど に よ って 推 計 を行 って
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い る。

第2に,家 計 支 出調 査 は 「課 税単 位 」 を も とに行 わ れて い るか ら,世 帯 単 位

に置 き換 え るた あ に若 干 の調 整 が 必要 で あ る。

第3に,投 資 利 益 や 自営 業 収 入 に関 して は過小 評 価 が あ り,補 正 も十 分 と は

いえ な い。

第4に,家 計 支 出調 査 の特 定 の支 出項 目(例 え ば住 宅 ロー ンの償還金,家 賃,

住 民 税)に つ いて は,モ デル で は さ らにそ の 内訳 を推 計 す る必要 が あ る。

第5に,家 計 支 出調 査 は,国 外 居 住者 や施 設 入所 者 は カバー して いな いか ら,

それ らに対 す る財 政 コス トはモ デ ルか ら欠 落 して い る。

なお,モ デ ル分 析 は純 粋 に計 算 上 の結果 に と どま り,当 然 考 え られ る政 策 変

更 が もた らす で あ ろ う家 族 の経 済 行 動 パ ター ンの変化 は考 慮 して いな い。 モ デ

ル は いわ ば初 期効 果 を測 定 す る もの で あ る。

E.ア ウ トプ ッ ト

最初 に得 られ る ア ウ トプ ッ トは,政 策 変 更 が家 族 に どの よ うに影 響 す るか を

示 す 表 で あ る。 原則 と して,税,給 付 と も公式 の金 額 を チ ェ ック しなが ら計 算

され るが,と くに給付 額 につ いて 家計 支 出調 査結 果 の実 際 の数 字 を採 用 す る こ

と によ って,例 え ば失 業給 付 か ら排 除 され て い る例,退 職 を遅 らせ た こ とで得

られ る はず の加 算,逆 に拠 出 しなか った期 間 の影響 な どが正 しく反 映 され るよ

うに工 夫 され て い る。 したが って,モ デル で は ミー ンズテ ス ト付 き給 付 の テ イ

クア ップ率 を操作 す る こ と も可 能 で あ る。

次 に政策 変 更 が 政府 財 政 に及 ぼす コ ス トの推 計 が ア ウ トプ ッ トされ る。 そ れ

らは別 に予 算 の上 で変更 額 を対 象 人員 に掛 け合 わ せ れ ば必要 財 政 需 要 額 が計 算

で き るか ら,モ デ ル計 算 の必 要 はな い とい う主 張 もあ り得 るが,実 際 に は,問

題 はそ れ ほ ど単 純 で は な く,複 雑 で あ る。 た とえ ば退職 年 金 額 を一 律5ポ ン ド

増 額 した 場 合,そ れ は所 得 援 助(lncomeSupport)や 住 宅 給 付(housing

benefits)の 必 要 額 を減少 させ るか ら,純 コス トは単 純 な か け算 を か な り下 回

る。 ま た,年 金 額 引 き上 げ は他 方 で所 得 税 収 を それ だ け増 大 させ るか ら,財 政

へ の影 響 はそ れ らす べ て を考 慮 に いれ て計 算 す べ きで あ り,TAXMODモ デ

ル はま さにそ れ らすべ て を織 り込 ん で計 算 で き る点 に大 きな メ リッ トが あ る。
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F.シ ミュ レー シ ョ ンの例

サ ッチ ャー政権 か らメイ ジ ャー政 権 に移行 して,社 会福 祉政 策面 でサ ッチ ャー

か ら自立 した最 初 の政 策 イ ニ シ ャテ ィブと して,そ の ユ ニバ ーサ リテ ィの故 に

1988年 社 会 保 障 改革 以 来 据 え置 か れ て来 た児 童 給付 を,第1子 にっ いて1ポ ン

ド引 き上 げ,1992年 度 以 降 は全 体 を物 価 ス ライ ドさせ る こ と と した。 この児童

給 付 の 引 き上 げ は,児 童 貧 困問 題 行 動 グルー プ(ChildPovertyActionGroup)

を中心 に,イ ギ リスの貧 困 問題 解 消 に必 要 な最 優先 の政 策 と して主 張 され続 け

て きた もので あ る。

こ こで は,① そ れ に したが って ユ ニバ ーサ ル な児 童 給 付 を一 律 週7.5ポ ン ド,

す なわ ち100%(週7.5ポ ン ド→15.0ポ ン ド,た だ し別 に第1子 加 算1.75ポ ン ド)

層引 き上 げ た場 合
,お よ び② セ レクテ ィブ な所 得 援 助(lncomeSupport)の 児

童 の スケ ー ルを そ れ ぞれ週10ポ ン ドす なわ ち平均 約30%(0-10歳23.6ポ ン

ド,11-15歳30.0ポ ン ド,16-17歳33.9ポ ン ド)引 き上 げ た場 合 にっ い て,

シ ミュ レー シ ョ ンを行 って み た い。

べ 一 スは①1991年4月 の税 制,②1991年10月 の社 会 保 障 制度 ,③1991年 現 在

の地 方 税 制 で あ る。

第1に 家族 に対 す る影 響 が ア ウ トプ ッ トされ るが,そ れ によ る と,政 策 変更

前 と較 べ て,① 児童 給 付 を 引 き上 げ た場 合 は,年 金 受給 関係 に は ま った く影響

が な いが,所 得 援助 受 給 者 は2,046千 世 帯 か ら2,011千 世 帯 に減 少 し,住 宅給付,

地 方 税 リベ ー トを受 け る家 族 も減 少 す る。 ② 所 得 援助 の児 童 の ス ケ ール を引 き

上 げ た場 合 は,年 金 を受給 して い る もの も含 めて,所 得 援 助 や住 宅 給 付 関連 の

家族 数 が増 大 す る(第4表 参 照)。

第2に,政 府 財 政 に対 す る影 響 が ア ウ トプ ッ トされ るが,税 収 面 で は児 童 給

付 や所 得 援助 が課 税 対象 外 で あ るた め ま った く変 化 が み られ な いが,給 付 面 で

は,① の場 合,児 童給 付 費 が倍 増 す る反 面 で,所 得 援助 が若 干 減 少 し,住 宅給

付 関 係,パ スポ ー ト給 付(所 得援 助 を受 け る こ とで 自動 的 に受 け られ る給 付)

もい くらか縮 小 す る。 それ に対 し② の場 合 は,児 童給 付 に は変 化 が な いが,所

得援 助 と住 宅 給 付 関係,パ ス ポ ー ト給 付 が いず れ もか な り増 大す る。総計 で は,

① が43億 ポ ン ドを要 す るの に対 し,② はそ の約1/5の8.5億 ポ ン ド程 度 で 済
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第4表 政策変更前後の家族類型

単 位 ・million

家族 類型

家族総数

年金受給家族

妻が自分の年金権がある夫婦

妻が夫の拠 出か ら年金 を受 けている夫婦

妻が年金上扶養親族 となっている家族

単身者(男 性)

単身者(女 性)

所得援助 を受 けている家族

標準住宅給付を受 けている家族

家賃 リベー トを受 けている家族

地方税 リベー トを受 けている家族

一般の家族

所得援助受給家族

標準住宅給付受給家族

家賃 リベー トを受 けている家族

地方税 リベー トを受けている家族

家族 ク レディット受給者

児童総数

国民保険に減額された拠出をしている妻または寡婦

住宅 ローンをかかえた家族

持 ち家居住者

借家居住者

ひとり親

遺族給付を受 けている寡婦

課税単位数

勤労者家族

妻がいて働いている家族

政 策変更 前 政 策変 更1政 策 変更 】1

29.72829.72829.728

0.541

2.266

0.142

0.834

3.424

1S.

1:

0.833

0.033

2.046

1

0,668

0.035

Q.255

12.515

1.096

9.576

15.200

..

1.014

0.383

24.814

17.812

6.299

0.541

2.266

0.142

0.834

3.424

1:・

!

0.833

0.033

0.541

2.266

0.142

0,834

3.424

1:.

1.

0.834

2.Oi1

0.033

!....

0.661 0.764

0.653 0.745

11 0.042

0.255

12.515

1.096

9.576

15.200

::

1.014

0.383

24.814

17.812

6.299

0.255

12.515

1.096

9.576

15.200

..

..

i.a14

0.383

24.$14

17.812

6.299
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所得税

国民保険拠出

年金給付

児童給付

寡婦給付

失業給付

疾病 ・出産手当

障害給付

第5表 プログラム別歳入 ・歳出の変化

現 状

一57335
.277

-17375
.504

23961.885

5806.921

1036.240

1083.479

267.170

3721.053

単 位:millionポ ン ド

法定傷病 ・障害 ・出産給付

職業訓練給付

家族 ク レディット

家賃 リベー ト

地方税 リベー ト

標準住宅給付

所得援助

新たな給付

パスポー ト給付

政策変更経費

政 策 変 更1

-57335
.277

-17375
.504

23961.885

10687.760

政 策 変 更 皿

一57335
.277

-17375
.504

23961.885

5806.921

327.129

378.271

308.661

13$4.222

10.604

1925.981

5155.329

11!1

361.107

1036.240

1083.479

267.170

3721.053

327.129

378.271

308.661

1379.923

1036.240

1083.479

267.170

3721.053

327.129

378.271

308.661

1430.977

10.134 11.852

1884.959 1976.181

4638.940 5887.594

i111

347.969

1111

378.201

4305.551 847.559

所得階層(平 均額)

75ポ ン ド未 満(44.88)

100ポ ン ド未 満(87.56)

125ポ ン ド未 満(112.08)

150ポ ン ド未 満(137.38)

175ポ ン ド未 満(161.79)

200ポ ン ド未 満(187,16)

225ポ ン ド未 満(211.59)

250ポ ン ド未 満(236.57)

275ポ ン ド未 満(261.91)

275ポ ン ド以 上(410.49)

第6表 所得階層別政策変更の影響

現 状

%騨
35.9835.98

12.2748.24

13.1061.34

10.8072.15

7.3379.48

6.1285,61

3.6389.23

3.2092.43

2.1794.60

5.40100.00

政策変更1

%騨
31.7531.75

13.2344.98

12.8257.80

11.4769.27

8.4177.68

6.1783.85

4.4788.32

3.1091.42

2.2593.67

6.33100.00

平 均

利 得

2.39

4.86

3.95

2.64

2.02

1:

2.14

1.62

1.28

1.76

単 位:週 あ た りポ ン ド

政策変更II

%騨
33.1233.12

12.8946.02

12.5258,54

11.1569.70

8.1977.89

6.14$4.03

4.4588.48

3.0391.51

2.2493.75

6.25100.00

平 均

利 得

1.52

0.02

111

111

111

111

111

111

111

!11



13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

01

現

第7表

状

111

1.29

5.09

9.76

15.76

23.35

32.50

43.37

56.35

72.59

100.00

ロー レンツ カーブの比較

CB100%upIS10ポ ン ドup

111

1.49

5.55

10.54

16.76

24.45

33.64

44。46

57.30

73.28

100.00

111

1.55

5.58

10.65

16.76

24.36

33.48

44.28

57.13

73.15

100.00

む(第5表 参照)。 これ は,セ レクテ ィブな政策 の効率 の よ さを示 す もので あ

る。

第3に,所 得階層別 に所得 の変化 をみ ると,① で は,影 響 はほぼ全体 に及 ぶ

が,中 流 の下 の階層 の部分で最 も大 きな変化がみ られ る。 そ れ に対 し② で は,

ターゲ ッ トされ た効果 は最低 の所得階層 に集中 して現 れ る(第6表 参 照)。 そ

れをさ らにロー レンッ ・カーブでみ ると,い ずれの場合 も僅か なが ら所得 が平

均化 され るが,① と較 べて②の場合 の ほ うが低所得 層 に有 利 に作 用 して い る

(第7表 参照,な お,結 果を作図 させてみたが,デ ィスプ レイで 見 る限 り,政

策変更前後が重 な りあってほ とん ど区別 で きなか った)。

G.モ デルの効用

モデルには,上 述 のよ うなデー タの制約 やそれ をア ップデー トす る困難 さな

どが あるが,① 税制 と社会保障制度 を全体 と して整合 的に捉 える ことがで きる

こと,② 予算上 の単純 なか け算 で政策効果が宣伝 され るのに対抗 して,大 量 サ

ンプルに基 づいて実証 的,総 合的 に政策効果 の評価 を行 うことがで き るこ と,

な どの長所,利 点 をあげ ることがで きる。

(2)ル クセ ンブルグ調査

TAXMODの ように一 っの国 の税制 と社会保 障制度 の影響 を詳細 に評価 す

る試み に対 して,ル クセ ンブル グ所得再分配調査 は,各 国 の同程度 に大量 のサ

ンプル調査 に基づ いて,① 家族類型別 の貧困 の程度,お よび②税制 と社会保障
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制 度 に よ って そ れ が どの程 度 改善 されて い るか,を 詳 細 に国 際比 較 しよ うとす

る もの で あ る。

この調 査 に加 わ った デ ボ ラ ・ミッチ ェル(DeborahMitchell)の 労 作 「福 祉

国家10力 国 にお け る所 得移 転(lncomeTransfersinTenWelfareStates)」(4)

に よ って,各 国 の貧 困(所 得 の 中位 値 の40,50,60%)の 比 率 とそ れが 所得再

分 配 によ って どの程 度 減少 して い るか を示 した ものが第8表 で あ る。

そ れ でみ る と,イ ギ リス は40%の と ころで は大 い に貧 困 を減少 させて いるが,

50%,60%と あが るにっ れ て,そ れ ほど貧 困対 策 が働 か な い ことが わか る。 そ

れ に対 し,ス エ ーデ ンは,60%の と ころ まで か な り有 効 に施 策 が効 果 をあ げて

い る。 これ は両 国 にお け る貧 困対 策 の ユ ニバ ー サ リテ ィ対 セ レク テ ィ ビテ ィの

ミックス の程度 に左 右 され て い る もの と思 わ れ る。 また,家 族類型別 にみ ると,

各 国 が高 齢 者 と児 童 に手 厚 く,単 身 者 に比 較 的冷 淡 で あ るの に,イ ギ リス はむ

しろ相 対 的 に若 者 に 目を向 けて い る こ とが興 味 深 い(第9表 参照)。

この結 果 か ら著 者 ミッチ ェル は,高 齢者 所 得 保 障 にっ い て社会 保 険 に よ る老

齢年 金 制 度 を もたず も っぱ ら所 得 テ ス トに よ って い るオ ー ス トラ リアを取 り上

げて,広 く信 じ られ て い る所 得 テ ス トに伴 うステ ィグマ の議 論 に疑 問 を投 げか

国 名

オ ー ス トラ リア

カ ナ ダ

フ ラ ン ス

ドイ ツ

オ ラ ン ダ

ノ ル ウ エ ィ

ス エ ー ア ン

ス イ ス

イ ギ リス

ア メ リカ

資 料:D.

PP・

第8表 家族貧困率の減少(OECD調 整係数,1980)

単位:%

所得中位値の40%貧 困線 所得中位値の50%貧 困線 所得中位値の60%貧 困線

移転前 移転後 減少率 移転前 移転後 減少率 移転前 移転後 減少率

25.7

21.2

31.6

29.5

31.1

28.7

33.8

21.1

27.2

23.4

5.9

7.6

4.9

3.3

5.6

3.5

3.8

6.1

1.7

11.0

7

4

5

9

2

8

9

1

4

3

7

6

8

8

8

8

8

7

9

5

28。0

24.9

36.4

31.0

32.5

30.6

36.5

24.3

30.0

27.1

10.3

12.5

7.9

6.8

7.a

5.3

5.6

11.0

8.2

17.a

3

0

8

8

8

3

5

5

3

7

6

5

7

7

7

8

8

5

7

3

30.6

28.7

41.2

33.6

3.9

32.9

39.5

28.1

33.7

!:

19.2

19.4

15.2

12.7

10.6

8.8

9.2

17.8

18.2

23.2

7

2

3

2

9

3

7

7

6

5

3

3

6

6

6

7

7

3

4

2

Mitchell,IncomeTransfersinTenWelfereStates,Aldershot,Avebury,1991,

zas-7
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第9表 所得移転後の家族類型別貧困構成(OECD調 整係数,1980)

単位:%

国 名

オ ー ス トラ リ ア

カ ナ ダ

フ ラ ン ス

ドイ ツ

オ ラ ンダ

ノル ウ エ イ

ス エ ー デ ン

ス イ ス

イギ リス

ア メ リカ

40%貧 困線

50%貧 困線

60%貧 困線

40%貧 困線

50%貧 困線

60%貧 困線

40%貧 困線

50%貧 困線

60%貧 困線

40%貧 困線

50%貧 困線

60%貧 困線

40%貧 困線

50%貧 困線

60%貧 困線

40%貧 困線

50%貧 困線

60%貧 困線

40%貧 困線

50%貧 困線

60%貧 困線

40%貧 困線

50%貧 困線

60%貧 困線

40%貧 困線

50%貧 困線

60%貧 困線

40%貧 困線

50%貧 困線

60%貧 困線

資 料:前 表 に 同 じ、p.47

辮

欝

認

麗

撚

襲

羅

αの
αり
羅

伽
Lの
禦

罷

離

晶

館

寵

講

舅

謙

αの
αの
藩

鋤
暴

撚

単身者

0

6

2

7

2

9

6

8

7

7

4

7

2

5

1

3

0

2

0

5

4

1

5

6

3

5

6

7

4

8

3

9

a

上

9

3

8
.
4

9

9

a

上

3

9

ε

牝

2
.
5

4

0

2

4

0

8

0

3

1

4

1

0

3

2

2

3

2

2

1

1

2

2

2

3

2

2

3

3

2

8

8

6

6

5

3

3

1

1

2

2

2

轄

粥

號

鑑

瑠

紹

溺

糊

僻

鶴

"
翻

詑

粥

搦

需

醜

繍

郡

搬

鶴

召

鶉

麗

琵

認

旙

"
寵

駿

器

留

㎜
粥

繍
鷹

認

麗

"
號

駕

麗

纈

燃

罰

昭
雅

窮

師
醗

器

鉾

その他 合計

6

8

4

2

3

4

4

4

4

3

4

7

1

3

2

1

1

1

4

4

4

7

7

5

0

7

5

4

5

7

1

4.0

2.6

4.2

5.5

5.0

4.7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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け,10力 国 の政 策 の効 果 を決 め て い るの は財 政 支 出 の大 きさ よ り もむ しろ 「効

率(Efficiency)」 で あ る と結論 して い る。

これ は,上 述 のTAXMODに よ る シ ミュ レー シ ョ ン結 果 と も一 致 す る もの

で,ユ ニ バ ー サ リテ ィ対 セ レク テ ィ ビテ ィの議 論 に も影 響 を もた らす結 論 とい

え る。

むすび

以上 に取 り上 げた調査研究 は,第1に は,い ずれ も政府 の公式統計 を研究者

に広 く情報公開 した ことか ら可能 にな った ものであ り,第2に,そ れによって

可能 となった社会保障,社 会福祉の社会階層別帰属 の研究調査結果 にはまこと

にみ るべ き ものがある。

わが国で も,厚 生省が資料 を公表 しないまま官僚主義的に利用 している所得

再分配調査 や いわゆる社会福祉普遍化論 を検証 す る上で も,一 日も早 く同様 の

資料 の積極 的な情報公開 が進 め られ ることを期待 する。

(なお,本 稿 は,1991年 度東京都立大学特定研究費助成 を受 け,研 究 チ ーム

の岩 田正美,副 田あけみ両助教授お よび江上渉助手 に大学院生 の新野直美,田

中聰,松 本 明を加 えて行 った共同研究成果の一部 であるが,論 文内容 にかかわ

る責任 はあげて著者 にあ る。)

注:

1.BrianAbel-Smith&YeterTownsed,ThePoorAndthePoorest,London,

Bell,1965

2.MichaelHarrington,TheOtherAmerica:PovertyintheUnitedStates,

Baltimore,Penguin,1963

3,代 表 的 な も の に,JohnHills,ChangingTax,London,ChildPovertyAction

Group,1988,が あ る 。

4.DeborahMitchell,IncomeTransfersinTenWelfareStates,Aldershot,

Avebury,1991
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